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１．病院概要 
①概要 
設 ⽴ ⺟ 体︓公益社団法⼈ 地域医療振興協会 
設⽴年⽉⽇︓2012 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
所 在 地︓東京都練⾺区光が丘 2-5-1 
管理者︓永井 秀雄（外科） 
院⻑︓吉⽥ 卓義（外科） 
病 床 数︓457 床（⼀般病床︓375 床 回復期病棟︓52 床 ICU︓14 床 HCU︓16 床） 
⻭科ユニット・チェア数︓4 台 
 
②標榜科 
内科、循環器内科、⼩児科、神経内科、⾎液内科、精神科、外科、消化器外科、呼吸器外科、整
形外科、脳神経外科、⼼臓⾎管外科、産婦⼈科、泌尿器科、⽪膚科、眼科、⽿⿐いんこう科、リハビ
リテーション科、⿇酔科、放射線科、救急科、病理診断科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、
糖尿病内分泌内科、リウマチ内科、乳腺外科、臨床検査科、頭頸部外科、形成外科、⻭科⼝腔外
科、感染症内科、緩和ケア内科、⼩児外科（全 35 科） 
 
③救急医療の実績（令和 5 年度実績） 
救急患者総数︓17467 名（うち診療時間外 14842 件） 
救急⾞搬送件数︓9070 件（うち診療時間外 6445 件） 
 
④⻭科⼝腔外科の実績（令和 5 年度実績） 
⻭科年間⼊院患者数︓171 ⼈ 
⻭科年間外来患者数︓9130 ⼈ 
1 ⽇平均患者延べ数︓31.2 ⼈ 
 
⑤職員数と医師数 
総職員数︓1349 名（令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇現在） 
常勤医師数︓169 名 
常勤⻭科医師数︓3 名 
指導医⻭科医数︓⻭科臨床指導医講習会修了者 2 名 ⻭科医師臨床研修プログラム責任者講
習会修了者 １名 
⾃治医科⼤学医学部 客員教授 1 名 
⾃治医科⼤学医学部 客員研究員 １名 
⾃治医科⼤学医学部 ⾮常勤医員 １名 
医学博⼠ １名 ⻭学博⼠ １名 



⽇本⼝腔外科学会認定 ⼝腔外科指導医 1 名 
⽇本⼝腔外科学会認定 ⼝腔外科専⾨医 2 名 
⽇本⼝腔外科学会認定 ⼝腔外科認定医 ２名 
⽇本⻭科保存学会 ⻭科保存治療専⾨医 １名 指導医１名 
⽇本がん治療認定医機構暫定教育医（⻭科⼝腔外科） １名 
⽇本化学療法学会推薦 インフェクションコントロールドクター １名 
⽇本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 ２名 
⽇本旅⾏医学会認定医 １名 
⽇本旅⾏医学会認定留学安全管理者 １名 
 
⑥施設認定状況 
⽇本⼝腔外科学会専⾨医制度認定関連研修施設 
⽇本がん治療認定医機構認定研修施設 
 
⑦医療機関指定状況等 
保険医療機関 救急告⽰医療機関 東京都指定⼆次救急医療機関 東京都災害拠点病院 東
京都難病医療協⼒病院 地域医療⽀援病院 臨床研修病院 紹介受診重点医療機関 DPC 対
象病院  
 
⑧病院理念 
「皆様とともに地域の発展に貢献します。」 
 
⑨基本⽅針 
１ 救急医療、⼩児医療、周産期医療、災害時医療を中⼼に、医療の充実に努めます。 
２ 地域の住⺠、医療機関等との連携を図り、地域医療を推進します。 
３ 医療安全、サービスの向上に努めます。 
 
  



２．プログラム概要 
①研修プログラムの名称 
公益社団法⼈ 地域医療振興協会 練⾺光が丘病院⻭科医師単独型臨床研修プログラム 
 
②プログラムの特⾊ 
練⾺光が丘病院⻭科⼝腔外科での 1 年間での研修プログラムである。外来診療、全⾝⿇酔下での⼿
術を含む⼊院診療における研修を⾏う。⼝腔外科専⾨医および⻭科保存治療専⾨医が指導にあたり、
有病者や⼀般⻭科医院では対応が難しい⻭科治療の診療を中⼼として基本的な診療能⼒を⾝につ
けることができる。練⾺光が丘病院の⽬標である充実した地域医療の提供、良質な医療の提供、経営
の健全化および職場環境の整備に基づき、広い視野を持ち、患者中⼼の全⼈的⻭科医療を理解し、
患者・家族の信頼を応じうる倫理感を⾝につけることができる。国内の⻭科医療のみならず国外における
⻭科医療や学位取得にもつながる研修となっている。研修⻭科医１年⽬から、国内外における学会発
表や学会参加を⾏う。 
 
③臨床研修の⽬標 
地域医療における患者中⼼の全⼈的⻭科医療を理解し、俯瞰的にとらえ、患者・家族の信頼に応じ
得る倫理観を⾝につける。 ⼝腔外科・⼝腔内科・⼀般⻭科の診療を中⼼として予防・保存・補綴・摂
⾷機能リハビリテーションまでの地域医療に応えられるための基本的診療能⼒を⾝につけ、⻭科医師とし
てのプロフェッショナリズムを養成し、シームレスな⽣涯教育研修の第⼀歩とすることを⽬的とする。 
 
④応募資格 
1）⻭科医師国家試験に合格し臨床研修を修了していない者、および 2026 年 3 ⽉に⻭学部卒業
⾒込者または⻭学部既卒者で、第 119 回⻭科医師国家試験を受験する者 
２）⻭科医師臨床研修マッチング協議会が⾏うマッチングに参加登録の者 
 
【研修期間】令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和 9 年 3 ⽉ 31 ⽇の 1 年間 
【研修⻭科医定員】1 名 
【募集⽅法】公募 
【選考⽅法】筆記試験・⼩論⽂・⾯接 
【研修施設概要】 
単独型臨床研修施設︓公益社団法⼈ 地域医療振興協会 練⾺光が丘病院 
所在地︓東京都練⾺区光が丘 2-5-1 
【プログラム管理体制】 
研修管理・運営︓ 
公益社団法⼈ 地域医療振興協会  練⾺光が丘病院⻭科医師臨床研修管理委員会 
病院管理者︓永井 秀雄 



院⻑︓吉⽥ 卓義 
研修管理委員⻑︓⻭科⼝腔外科 部⻑ ⼩佐野 仁志 
プログラム責任者︓⻭科⼝腔外科 医⻑ 中野崇⽂ 
事務部⾨の責任者︓事務部⻑ 平澤 渉 
⻭科⼝腔外科 ⻭科医師︓家崎 憲博 
⻭科⼝腔外科 ⻭科衛⽣⼠︓⼩林 ⽂⼦ 
⻭科⼝腔外科 ⻭科衛⽣⼠︓⼤⽊ 明⾥ 
⻭科⼝腔外科 ⻭科衛⽣⼠︓⾼梨 侑那 
外部委員︓ 
森良之 ⾃治医科⼤学医学部 ⻭科⼝腔外科学講座 教授 
早坂純⼀ ⽇本⾚⼗字社 芳賀⾚⼗字病院 ⻭科⼝腔外科 部⻑ 
星原康宏 東京科学⼤学 ⻭髄⽣物学 ⾮常勤講師 
⻑⾕川稔洋 地⽅独⽴⾏政法⼈ 東京都⽴病院機構 東京都⽴駒込病院 ⻭科⼝腔外科 医⻑ 
 
⑤研修⻭科医の研修専念義務 
１．研修⻭科医は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。⻭科医
師法（第⼗六条の三）に基づき研修期間におけるアルバイト診療を禁⽌する。 
２．原則として研修期間中に、厚⽣労働省が定める「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会
の開催指針」に準拠した内容の緩和ケア研修会を受講すること。 
３. 原則として研修期間中に、院内感染対策講習会および医療安全講習会に各１回参加すること。 
４．修了基準の達成が困難な状況になった場合には、「プログラム責任者」と速やかに連絡を取り、 達
成状況を確認し合い、履修不⾜にならないよう相談すること。 
５．⻭科医師賠償責任保険は、医療機関において加⼊し、個⼈については任意加⼊とする。 
 
⑥研修⻭科医の管理 
研修⻭科医は病院⻑の⼀括管理とし、⻭科⼝腔外科、臨床研修センターおよび総務課にて研修⻭科
医に関する業務を⾏う。  



３．到達⽬標 
厚⽣労働省の「⻭科医師臨床研修の到達⽬標」に沿った本プログラムの到達⽬標（別紙１）は下記 
 
A.⻭科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 
<研修内容︓講義、診療や研修会等において、各⽬標を意識して実践し、プレゼンテーションを⾏い、
レポートを作成する。> 
<症例数︓2 症例> 
1.社会的使命と公衆衛⽣への寄与 
社会的使命を⾃覚し、説明責任を果たしつつ、社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及び公衆衛
⽣の向上に努める。 
2.利他的な態度 
患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先するとともに QOL に配慮し、患者の価値観や⾃⼰
決定権を尊重する。 
3.⼈間性の尊重 
患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの⼼を持って接する。 
4.⾃らを⾼める姿勢 
⾃らの⾔動及び医療の内容を省察し、常に資質・能⼒の向上に努める。  
 
B.資質・能⼒ 
<研修内容︓講義、診療や研修会等において、各⽬標を意識して実践し、プレゼンテーションを⾏い、
レポートを作成する。> 
<症例数︓2 症例> 
1.医学・医療における倫理性 
診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に⾏動する。 
① ⼈間の尊厳を守り、⽣命の不可侵性を尊重する。 
② 患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 
③ 倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 
④ 利益相反を認識し、管理⽅針に準拠して対応する。 
⑤ 診療、研究、教育の透明性を確保し、不正⾏為の防⽌に努める。 
2.⻭科医療の質と安全の管理 
患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 
① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 
② ⽇常業務の⼀環として、報告・連絡・相談を実践する。 
③ 医療事故等の予防と事後の対応を⾏う。 
④ ⻭科診療の特性を踏まえた院内感染対策について理解し、実践する。 
⑤ 医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む。）を理解し、⾃らの健康管理



に努める。 
3.医学知識と問題対応能⼒ 
最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、⾃らが直⾯する診療上の問題について、科学的根拠に
経験を加味して解決を図る。 
① 頻度の⾼い疾患について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応を⾏う。 
② 患者情報を収集し、最新の医学的知⾒に基づいて、患者の意向や⽣活の質に配慮した臨床決断
を⾏う。 
③ 保健・医療・福祉の各側⾯に配慮した診療計画を⽴案し、実⾏する。 
④ ⾼度な専⾨医療を要する場合には適切に連携する。 
4.診療技能と患者ケア 
臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を⾏う。 
① 患者の健康状態に関する情報を、⼼理・社会的側⾯を含めて、効果的かつ安全に収集する。 
② 診察・検査の結果を踏まえ、⼀⼝腔単位の診療計画を作成する。 
③ 患者の状態やライフステージに合わせた、最適な治療を安全に実施する。 
④ 診療内容とその根拠に関する医療記録や⽂書を、適切かつ遅滞なく作成する。 
5.コミュニケーション能⼒ 
患者の⼼理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 
① 適切な⾔葉遣い、礼儀正しい態度、⾝だしなみで患者や家族に接する。 
② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい⾔葉で説明して、患者の主体的な意思決
定を⽀援する。 
③ 患者や家族のニーズを⾝体・⼼理・社会的側⾯から把握する。 
6.チーム医療の実践 
医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての⼈々の役割を理解し、連携を図る。 
① ⻭科医療の提供にあたり、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠の役割を理解し、連携を図る。 
② 多職種が連携し、チーム医療を提供するにあたり、医療を提供する組織やチームの⽬的、チームの
各構成員の役割を理解する。 
③ 医療チームにおいて各構成員と情報を共有し、連携を図る。 
7.社会における⻭科医療の実践 
医療の持つ社会的側⾯の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会に貢献する。 
① 健康保険を含む保健医療に関する法規・制度の⽬的と仕組みを理解する。 
② 地域の健康問題やニーズ把握など、公衆衛⽣活動を理解する。 
③ 予防医療・保健・健康増進に努める。 
④ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 
⑤ 災害や感染症パンデミックなどの⾮⽇常的な医療需要について理解する。 
8.科学的探究 
医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展に寄与す



る。 
① 医療上の疑問点に対応する能⼒を⾝に付ける。 
② 科学的研究⽅法を理解し、活⽤する。 
③ 臨床研究や治験の意義を理解する。 
9.⽣涯にわたって共に学ぶ姿勢 
医療の質の向上のために省察し、他の⻭科医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成にも携わり、
⽣涯にわたって⾃律的に学び続ける。 
① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 
② 同僚、後輩、⻭科医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 
③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌等を含む。）を把握する。 
 
C.基本的診療業務 
1.基本的診療能⼒等 
(1)基本的診察・検査・診断・診療計画 
<症例数︓①〜⑥を⼀連として 10 症例> 
① 患者の⼼理的・社会的背景を考慮した上で、適切に医療⾯接を実施する。 
<研修内容︓医療⾯接（診療室における患者の⼼理と⾏動の理解等）>② 全⾝状態を考慮した
上で、顎顔⾯及び⼝腔内の基本的な診察を実施し、診察所⾒を解釈する。 
<研修内容︓診察（病歴聴取、現症の取り⽅等）> 
③ 診察所⾒に応じた適切な検査を選択、実施し、検査結果を解釈する。 
<研修内容︓診断に必要な検査および検査の解釈。パノラマ X 線撮影、⼝内法線撮影、CT・MRI・
唾液腺シンチグラフィー写真の読影等> 
④ 病歴聴取、診察所⾒及び検査結果に基づいて⻭科疾患の診断を⾏う。 
<研修内容︓診断> 
⑤ 診断結果に基づき、患者の状況・状態を総合的に考慮した上で、考え得る様々な⼀⼝腔単位の
診療計画を検討し、⽴案する。 
<研修内容︓治療⽅針・治療計画の⽴案> 
⑥ 必要な情報を整理した上で、わかりやすい⾔葉で⼗分な説明を⾏い、患者及び家族の意思決定を
確認する。 
<研修内容︓インフォームド・コンセント> 
（2）基本的臨床技能等 
① ⻭科疾患を予防するための⼝腔衛⽣指導、基本的な⼿技を実践する。 
<研修内容︓フッ化物塗布、予防填塞、⼝腔衛⽣指導、栄養指導> 
<症例数︓5 症例> 
②⼀般的な⻭科疾患に対応するために必要となる基本的な治療及び管理を実践する。  
a.⻭の硬組織疾患 



<研修内容︓齲蝕その他の⻭の硬組織疾患の診断と治療（コンポジットレジン修復、インレー修復、
象⽛質知覚過敏処置等）> 
<症例数︓５症例> 
b.⻭髄疾患 
<研修内容︓⻭髄・根尖性⻭周疾患の診断と治療（覆髄法、抜髄法、感染根管治療等）> 
<症例数︓５症例> 
c.⻭周病 
<研修内容︓⻭周疾患の診断と治療（プラークコントロール指導、⻭周組織検査、スケーリング・ルート
プレーニング等）、メインテナンス> 
<症例数︓５症例> 
d.⼝腔外科疾患 
<研修内容︓⼩外科⼿術（⽇本⼝腔外科学会専⾨医制度の⼿術難易度区分表の level I 相当）
その他（別紙 1参照）> 
<症例数︓79 症例> 
e.⻭質と⻭の⽋損 
<研修内容︓補綴治療（⼝腔インプラント、クラウンブリッジ、可綴性義⻭、総義⻭）︓治療計画、設
計、印象採得、咬合採得、補綴物の製作・修理・調整、メインテナンス> 
<症例数︓５症例> 
f.⼝腔機能の発達不全、⼝腔機能の低下 
<研修内容︓咀嚼機能検査、唾液分泌能、VF検査等の検査および評価> 
<症例数︓５症例> 
③ 基本的な応急処置を実践する。 
<研修内容︓⼝腔顎顔⾯外傷の診断・治療（⻭髄炎の鎮静処置、修復物や補綴物の脱離に対す
る処置、顎内固定・顎間固定・外傷⻭の治療、⽌⾎法、軟組織の処置等）> 
<症例数︓５症例> 
④ ⻭科診療を安全に⾏うために必要なバイタルサインを観察し、全⾝状態を評価する。 
<研修内容︓ バイタルサインの測定と全⾝状態の評価。実践した症例に関して、プレゼンテーションを
⾏う。> 
<症例数︓５症例> 
⑤ 診療に関する記録や⽂書（診療録、処⽅せん、⻭科技⼯指⽰書等）を作成する。 
<研修内容︓診療録（問題志向型診療記録）、処⽅箋、⻭科技⼯指⽰書、医療情報提供書、診
断書等の作成> 
<症例数︓５症例> 
⑥ 医療事故の予防に関する基本的な対策について理解し、実践する。 
<研修内容︓⼊職時のオリエンテーションへの参加、健康管理の重要性（予防接種を含む）、医療
事故に対する予防策、医療上の事故発⽣時の報告、標準予防策（standard precautions)、感



染予防策、針刺し事故の際の対応、院内で開催される医療安全研修会等へ参加し、レポートを作成
する。> 
<症例数︓２症例> 
（3）患者管理 
① ⻭科治療上問題となる全⾝的な疾患、服⽤薬剤等について説明する。 
<研修内容︓⼼疾患、糖尿病、喘息、腎不全患者や抗凝固剤、ステロイド、ビスホスホネート製剤等
を服⽤中の患者に対する⻭科治療時の留意点について、医科と連携し治療計画を⽴てる。実践した症
例に関して、レポートを作成する。> 
<症例数︓５症例> 
② 患者の医療情報等について、必要に応じて主治の医師等と診療情報を共有する。 
<研修内容︓診療情報提供書の作成。実践した症例に関して、レポートを作成する。> 
<症例数︓５症例> 
③ 全⾝状態に配慮が必要な患者に対し、⻭科治療中にバイタルサインのモニタリングを⾏う。 
<研修内容︓バイタルサインの測定と理解。実践した症例に関して、レポートを作成する。> 
<症例数︓５症例> 
④ ⻭科診療時の主な併発症や偶発症への基本的な対応法を実践する。 
<研修内容︓迷⾛神経反射、過換気、⽪下気腫、異物誤嚥、アナフィラキシーショック等の対応⽅法。
⽇⾚救急法講習会（BLS講習会等）への参加。> 
<症例数︓２症例> 
⑤ ⼊院患者に対し、患者の状態に応じた基本的な術前・術後管理及び療養上の管理を実践する。 
<研修内容︓静脈確保、胃管の挿⼊、採⾎、輸液管理> 
<症例数︓２症例> 
（4）患者の状態に応じた⻭科医療の提供 
① 妊娠期、乳幼児期、学齢期、成⼈期、⾼齢期の患者に対し、各ライフステージに応じた⻭科疾患
の基本的な予防管理、⼝腔機能管理について理解し、実践する。 
<研修内容︓各ライフステージにおける⼝腔衛⽣指導、予防治療等を指導⻭科医による講義や関連
するセミナーへの参加等で理解し実践する。実践した症例に関して、レポートを作成する。> 
<症例数︓５症例> 
② 各ライフステージ及び全⾝状態に応じた⻭科医療を実践する。 
<研修内容︓各ライフステージにおける安全な治療を提供するための対応（レストレイナーの使⽤⽅法、
診察時の適切な体位、移乗等）、投薬（投薬量、投薬⽅法、禁忌薬等）等を実践し⻭科治療を
⾏い、レポートを作成する。> 
<症例数︓５症例> 
③ 障害を有する患者への対応を実践する。 
<研修内容︓障害を有した患者（⼈⼯透析患者等）の治療状況・⻭科治療における留意点を理解
し、医科と連携し治療を⾏う。実践した症例に関して、レポートを作成する。> 



<症例数︓５症例> 
２.⻭科医療に関連する連携と制度の理解等 
（1）⻭科専⾨職間の連携 
① ⻭科衛⽣⼠の役割を理解し、予防処置や⼝腔衛⽣管理等の際に連携を図る。 
<研修内容︓指導⻭科医による講義や関連するセミナーへの参加等で理解し、⻭科衛⽣⼠とともに、
⻭科予防処置、⻭科保健指導、⻭科診療補助について症例検討を⾏い、連携して⼝腔衛⽣管理を
⾏う。> 
<症例数︓３症例> 
② ⻭科技⼯⼠の役割を理解し、適切に⻭科技⼯指⽰書を作成するとともに、必要に応じて連携を図
る。 
<研修内容︓指導⻭科医による講義や関連するセミナーへの参加等で理解し、技⼯指⽰書を作成し、
⻭科技⼯⼠と連携して⻭科技⼯物を作成する。> 
<症例数︓５症例> 
③ 多職種によるチーム医療について、その⽬的、各職種の役割を理解した上で、⻭科専⾨職の役割を
理解し、説明する。 
<研修内容︓指導⻭科医による講義や関連するセミナーへの参加等で理解し、指導⻭科医よる指導
の後、研修⻭科医がプレゼンテーションを⾏いレポートを作成する。> 
<症例数︓２症例> 
（2）多職種連携、地域医療 
① 地域包括ケアシステムについて理解し、説明する。 
<研修内容︓患者中⼼のチーム医療の意義、医療チームや各構成員の役割分担と連携・責任体制、
保健・医療・福祉・介護における多職種連携と⻭科医師の役割、訪問⻭科診療、他の医療機関への
紹介と⼿続きについての仕組みを指導⻭科医による講義や関連するセミナーへの参加等で理解する。レ
ポートを作成する。> 
<症例数︓２症例> 
② 地域包括ケアシステムにおける⻭科医療の役割を説明する。 
<研修内容︓患者中⼼のチーム医療の意義、医療チームや各構成員の役割分担と連携・責任体制、
保健・医療・福祉・介護における多職種連携と⻭科医師の役割、訪問⻭科診療、他の医療機関への
紹介と⼿続きについての仕組みを理解する。レポートを作成する。> 
<症例数︓２症例> 
③ がん患者等の周術期等⼝腔機能管理において、その⽬的及び各専⾨職の役割を理解した上で、
多職種によるチーム医療に参加し、基本的な⼝腔機能管理を経験する。 
<研修内容︓緩和ケアに関する研修会に参加し、レポートを作成する。> 
<症例数︓１症例> 
④ ⻭科専⾨職が関与する多職種チーム（例えば栄養サポートチーム、摂⾷嚥下リハビリテーションチー
ム、⼝腔ケアチーム等）について、その⽬的及び各専⾨職の役割を理解した上で、チーム医療に参加し、



関係者と連携する。 
<研修内容︓摂⾷嚥下リハビリテーションチーム、栄養サポートチームおよび⼝腔ケアチームそれぞれに参
加し、指導⻭科医による講義や関連するセミナーへの参加等で理解し、各チーム医療に関するレポート
を作成する。> 
<症例数︓３症例> 
⑤ ⼊院患者の⼊退院時における多職種⽀援について理解し、参加する。 
<研修内容︓多職種連携について指導⻭科医による講義や関連するセミナーへの参加等で理解し、
看護師、薬剤師、栄養⼠および地域連携室と連携して⼊院・退院・転院時の⽀援を⾏い、レポートを
作成する。> 
<症例数︓３症例> 
（3）地域保健 
① 地域の保健・福祉の関係機関、関係職種を理解し、説明する。 
<研修内容︓指導⻭科医による指導の後、研修⻭科医がプレゼンテーションを⾏い、レポートを作成す
る。> 
<症例数︓１症例> 
② 保健所等における地域⻭科保健活動を理解し、説明する。 
<研修内容︓指導⻭科医による指導の後、研修⻭科医がプレゼンテーションを⾏い、レポートを作成す
る。> 
<症例数︓１症例> 
（4）⻭科医療提供に関連する制度の理解 
① 医療法や⻭科医師法をはじめとする医療に関する法規及び関連する制度の⽬的と仕組みを理解し、
説明する。 
<研修内容︓指導⻭科医よる指導の後、研修⻭科医がプレゼンテーションを⾏い、レポートを作成する。
> 
<症例数︓１症例> 
② 医療保険制度を理解し、適切な保険診療を実践する。 
<研修内容︓指導⻭科医よる指導の後、研修⻭科医がプレゼンテーションを⾏い、レポートを作成する。
> 
<症例数︓１症例> 
③ 介護保険制度の⽬的と仕組みを理解し、説明する。 
<研修内容︓指導⻭科医よる指導の後、研修⻭科医がプレゼンテーションを⾏い、レポートを作成する。
> 
<症例数︓１症例> 
  



４．研修⻭科医の評価に関する事項 
 

①研修⻭科医の指導体制 
指導⻭科医の指導監督の下、上級⻭科医による屋根⽡⽅式を基本とする。 
 
②研修⻭科医の評価 
研修⻭科医は研修した症例を、オンライン⻭科臨床研修評価システム（DEBUT２）に記録するととも
に⻭科臨床研修症例報告書（別紙２）、プレゼンテーション研修報告書（別紙３）、研修レポート
（別紙４）を作成し、⾃⼰評価を⾏う。 
定期的に⻭科医師臨床研修委員会において、多⾯評価による⽬標達成状況の点検を⾏う。 
 
③研修期間中の評価 
研修⻭科医の知識・態度・技能に価値ある変容をもたらすことを⽬的とし、指導⻭科医及び⻭科医師
以外の医療職による形成的評価を⾏う。 
評価者は、提出された⻭科臨床研修症例報告書（別紙２）、プレゼンテーション研修報告書（別紙
３）、研修レポート（別紙４）を基にして、研修⻭科医評価票 I、II、Ⅲ（別紙５、６、７）を⽤い
て評価を⾏い、研修管理委員会にて保管する。この評価結果を踏まえた上で、定期的にプログラム責
任者等が研修⻭科医に対して形成的評価を⾏う。また、プログラム責任者はオンライン⻭科臨床研修
評価システム DEBUT２を⽤いて 研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不⾜している部分を
研修できるように配慮する。 
 
④研修期間終了後の評価 
１年間の研修期間終了時に、研修委員会が「研修⻭科医評価票 I、II、Ⅲ（別紙５、６、７）」を
基にして作成される「⻭科医師臨床研修の⽬標の達成度判定票（別紙８）」を⽤いて、到達⽬標へ
の達成度を総括的に評価する。 
修了判定は、プログラム責任者が研修管理委員会に対して研修達成状況を報告し、その報告に基づ
いて研修管理委員会は研修の修了認定の可否について評価を⾏う。 
 
⑤研修⻭科医の修了判定を⾏う項⽬ 
１. 研修期間 
２. ⻭科医師臨床研修の到達⽬標の達成度 
３. 研修⻭科医としての適性 

 
⑥研修⻭科医の修了判定を⾏う基準 
研修⻭科医の修了判定は、下記１から３の評価に分けて⾏い、全ての基準が満たされた場合に「修了」
と判定する。 



１）研修期間 
研修期間は１年間とし、休⽌期間の上限である４５⽇（当院において定める休⽇は含めない）を減
じた⽇数以上の研修を受けていること。 
２） ⻭科医師臨床研修の到達⽬標の達成度 
研修⻭科医評価票 I、II、Ⅲ（別紙５、６、７）を基に臨床研修管理委員会が評価する。 
(1)評価基準については下記のとおりとする。 
未到達︓下記のいずれかが含まれる。 
①プレゼンテーション研修の評価（別紙３）や研修レポートの評価（別紙４）において、C 評価や D 
評価が含まれる。 
②提出を指⽰された⻭科臨床研修症例報告書に提出されていないものがある。 
③必要な講義・講習会・研修会等に参加していない。 
④到達⽬標レベルが II 以下のものがある。 
既達︓下記の全てが満たされている。 
①プレゼンテーション研修の評価（別紙３）や研修レポートの評価（別紙４）において、C 評価や D 
評価が含まれない。 
②提出を指⽰された⻭科臨床研修症例報告書が全て提出されている。 
③必要な講義・講習会・研修会等に参加している。 
④到達⽬標レベルが全てⅢ以上である。 
３）研修⻭科医としての適性 
安⼼・安全な医療の提供ができ、法令・規則が遵守できること。 
  



５．修了認定 
研修⻭科医評価票 I、II、III（別紙 5、6、7）の評価結果を基に、プログラム責任者が情報を取りま
とめ⻭科医師臨床研修の⽬標の達成度判定票（別紙８）を作成し、研修管理委員会に報告する。
研修管理委員会での議を経て病院⻑が認定し、研修修了証を授与する。1 年間の臨床研修期間内
に修了の認定を受けられなかった者は、研修管理委員会でその理由の正当性に関して審議を受けるこ
とができ、正当性が認められた場合、研修管理委員会が定める⽅法で救済を受けることができる。 
 
６．指導⻭科医、指導者および指導体制の評価 
研修修了後、研修⻭科医は指導⻭科医・指導者・指導体制に対する評価票を研修管理委員会に提
出して報告する。研修管理委員会はプログラム責任者に内容の報告を⾏う。プログラム責任者はその結
果を研修管理委員会に諮り、研修システムの改善を⽬的に、フィードバックを⾏う。 
  
７．研修⻭科医の処遇について 
⾝分 : 研修⻭科医（常勤） 
研修⼿当（年棒制） : １年次 約 320,000円/⽉ 
その他⼿当︓通勤⼿当・扶養⼿当 
勤務時間 : 8 時 30 分〜17 時 15 分まで（休憩 45 分）を基本とし、週 40 時間 
＊⽉ 60 時間分の固定時間外⼿当を含む。当直なし。 
宿舎 : あり（家具付き ⽉額費⽤ 27000円） 
＊宿舎利⽤の場合、住宅⼿当⽀給なし 
休⽇ : ⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝祭⽇、年末年始、その他特別休暇（季節休暇、慶弔関係） 
有給休暇 : 10 ⽇ 
保険等 : 健康保険･雇⽤保険･厚⽣年⾦・労災保険 
⻭科医師賠償責任 : 病院⾃体の加⼊: 有、個⼈加⼊︓任意 
健康管理 : 定期健康診断 年 2 回、予防接種 
メンタルサポート体制有 
研修医室 : 有 
学会、研究会への参加: 可 
参加旅費⽀給 ︓ 有 
その他 : アルバイト不可 
 
【資料請求先】 
〒179-0072 東京都練⾺区光が丘 2-5-1 
公益社団法⼈ 地域医療振興協会 練⾺光が丘病院 臨床研修センター 
TEL︓ 03-3979-3611 FAX︓ 03-3979-3787 

 



８．症例数 
到達⽬標達成に必要な症例数︓200 症例 

経験することを⽬標とする症例数︓600 症例 
＊⽬標症例数は必要な症例数の 300％とする。 


